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公    告 
住民票の職権消除の公示について（市民課） 

那覇市公告第 227 号  

平成 24 年 11 月５日  

掲 示 済  

 

 

 

   住民票の職権消除の公示について 

 

 

 

住民票の職権消除の通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないため、住

民基本台帳法施行令（昭和 42年政令第 292号）第 12条第４項の規定により公示す

る。 

 なお、住民票を消除された者の名簿は、この告示の日から一ヶ月間は那覇市市民

文化部市民課において縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  

 

 

 

 

食品衛生関係検査機器等購入に係る制限付一般競争入札の実施につ

いて（保健所準備室） 
那覇市公告第 231 号  

平成 24 年 11 月７日  

掲 示 済  

 

 

 

   食品衛生関係検査機器等購入に係る制限付一般競争入札の実施について 

 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条第１項の規定に基づき、制限付

一般競争入札を実施するので、次のとおり公告する。 

 

 

 

那覇市長 翁 長 雄 志  
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１ 件 名  食品衛生関係検査機器等の購入 

 

 

２ 納入場所 沖縄県中央保健所 

 

 

３ 納入期限  平成 25年３月 31日（日） 

 

 

４ 問合せ先  那覇市 健康保険局 保健所準備室  担当 山城・當間 

 TEL:098-862-0568  FAX:098-862-4263 

E-Mail：k-hoken001@neo.city.naha.okinawa.jp 

 

 

５ 詳細内容 購入物品や入札参加資格要件等の詳細につきましては、那覇市公

式ホームページをご確認ください。 
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選挙管理委員会告示 
特定国外派遣隊員の不在者投票用紙等の交付及び郵送開始日につい

て 
那覇市選挙管理委員会告示第 28 号  

平 成 2 4 年 1 0 月 2 5 日   

掲 示 済  

 

 

   特定国外派遣隊員の不在者投票用紙等の交付及び郵送開始日について 

 

 

平成 24年 11月 11日執行の那覇市長選挙において、公職選挙法施行令（昭和 25

年政令第 89号）第 59条の５の４第７項の規定により、告示日前に投票用紙及び投

票用封筒を交付し又は郵便をもって発送する場合、その交付及び発送を開始する日

は、平成 24年 10月 26日とする。 

 

 

那覇市選挙管理委員会   

委員長 亀 島 賢 優  

 

選挙人名簿の縦覧場所について 
那覇市選挙管理委員会告示第 30 号  

平 成 2 4 年 1 0 月 2 5 日   

掲 示 済  

 

 

   選挙人名簿の縦覧場所について 

 

 

 平成 24年 11月 11日執行の那覇市長選挙において、公職選挙法（昭和 25年法律

第 100号）第 23条第１項の規定により平成 24年 11月４日（日）に縦覧に供する選

挙人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面の縦覧場所は、次

のとおりである。 

 

 

那覇市選挙管理委員会   

委員長 亀 島 賢 優  

 

縦覧の場所  

那覇市銘苅２丁目３番１号 新都心銘苅庁舎２階 

   那覇市選挙管理委員会 
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選挙人名簿の登録に係る被登録資格の決定の基準日、登録の日及び縦

覧の日について 
那覇市選挙管理委員会告示第 31 号  

平 成 2 4 年 1 0 月 2 5 日   

掲 示 済  

 

 

   選挙人名簿の登録に係る被登録資格の決定の基準日、登録の日及び縦覧の日

について 

 

平成 24年 11月 11日執行の那覇市長選挙において、公職選挙法（昭和 25年法律

第 100号）第 22条第２項の規定による選挙人名簿の登録について、被登録資格の決

定の基準日、登録の日及び縦覧の日を次のとおり定める。 

 

 

那覇市選挙管理委員会   

委員長 亀 島 賢 優  

 

 

１ 被登録資格の決定の基準日  平成 24年 11月３日 

（ただし、年齢については平成 24年 11月 12日） 

２ 登 録 の 日    平成 24年 11月３日 

３ 縦 覧 の 日    平成 24年 11月４日 

 

 

 

ポスター掲示場にポスターの掲示を開始することのできる日につい

て 
那覇市選挙管理委員会告示第 32 号  

平 成 2 4 年 1 0 月 2 5 日   

掲 示 済  

 

 

   ポスター掲示場にポスターの掲示を開始することのできる日について 

 

 

平成 24 年 11 月 11 日執行の那覇市長選挙において、公職選挙法第 144 条の２第

５項の規定によるポスター掲示場のポスターの掲示を開始することのできる日は、

平成 24年 11月４日からである。 

 

那覇市選挙管理委員会   

委員長 亀 島 賢 優  
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ポスター掲示場の設置場所について 
那覇市選挙管理委員会告示第 33 号  

平 成 2 4 年 1 1 月 ３ 日  

掲 示 済  

 

 

   ポスター掲示場の設置場所について 

 

 

平成 24 年 11 月 11 日執行の那覇市長選挙における公職選挙法第 144 条の２第４

項の規定によるポスター掲示場を次のとおり設置する。 

 

 

 

那覇市選挙管理委員会   

委員長 亀 島 賢 優  
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直接請求に要する選挙権を有する者の数について 
那覇市選挙管理委員会告示第 34 号  

平 成 2 4 年 1 1 月 ３ 日  

掲 示 済  

 

 

   直接請求に要する選挙権を有する者の数について 

 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 74条第１項及び第 75条第１項並びに市

町村の合併の特例に関する法律（昭和 40年法律第６号）第４条第１項及び第４条の

２第１項に規定する選挙権を有する者の総数の 50 分の１の数並びに地方自治法第

76条第１項、第 80条第１項、第 81条第１項及び第 86条第１項並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第８条第１項に規定する

選挙権を有する者の総数の３分の１の数並びに市町村の合併の特例に関する法律第

４条第 11項及び第４条の２第 15項に規定する選挙権を有する者の総数の６分の１

の数は、それぞれ次のとおりである。 

 

那覇市選挙管理委員会   

委員長 亀 島 賢 優  

 

 

１ 選挙権を有する者の総数の 50分の１の数   5,006人 

 

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数   83,424人 

 

３ 選挙権を有する者の総数の６分の１の数   41,712人 

 

那覇市長選挙の期日について 
那覇市選挙管理委員会告示第 35 号  

平 成 2 4 年 1 1 月 ４ 日  

掲 示 済  

 

   那覇市長選挙の期日について 

 

 

 公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 33条第１項の規定により、任期満了に

よる那覇市長選挙を次のとおり行う。 

 

那覇市選挙管理委員会   

委員長 亀 島 賢 優  

 

 

選 挙 期 日   平 成 2 4 年 1 1 月 1 1 日  
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投票用紙の色について 
那覇市選挙管理委員会告示第 36 号  

平 成 2 4 年 1 1 月 ４ 日  

掲 示 済  

 

 

   投票用紙の色について 

 

 

平成24年11月11日執行の那覇市長選挙の投票用紙の色を次のとおり定める。 

 

 

那覇市選挙管理委員会   

委員長 亀 島 賢 優  

 

 

 

１ 那覇市長選挙用紙の色        白 色 

２ 那覇市長選挙用紙印刷の文字の色   赤 色 

 

 

 

 

投票所について 
那覇市選挙管理委員会告示第 37 号  

平 成 2 4 年 1 1 月 ４ 日  

掲 示 済  

 

 

   投票所について 

 

 

平成 24年 11月 11日執行の那覇市長選挙の投票所を次のとおり定める。 

 

 

 

那覇市選挙管理委員会   

委員長 亀 島 賢 優  
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投票管理者及びその職務代理者の氏名等について 
那覇市選挙管理委員会告示第 38 号  

平 成 2 4 年 1 1 月 ４ 日  

掲 示 済  

 

 

   投票管理者及びその職務代理者の氏名等について 

 

 

平成 24 年 11 月 11 日執行の那覇市長選挙における各投票区の投票管理者及びそ

の職務を代理すべき者を次のとおり選任した。 

 

 

那覇市選挙管理委員会   

委員長 亀 島 賢 優  
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期日前投票所について 
那覇市選挙管理委員会告示第 39 号  

平 成 2 4 年 1 1 月 ４ 日  

掲 示 済  

 

 

   期日前投票所について 

 

 

 

平成 24 年 11 月 11 日執行の那覇市長選挙の期日前投票の場所を次のとおり定め

る。 

 

 

那覇市選挙管理委員会   

委員長 亀 島 賢 優  

 

 

 

 

期日前  

投票所名 

 

 

投票所に充てる 

施設の名称 

 

 

所在地 

 

 

設置期間 

 

 

期日前  

第 1 投票所 

 

 

新都心銘苅庁舎 

２階ＩＴ会議室 

 

 

銘苅 2丁目 3番 1号 

 

平成 24年  

11月 5日 

～11月 10日 

午前 8時 30分 

～午後 8時 

 

期日前  

第２投票所 

 

 

首里支所 

１階会議室 

 

 

首里久場川町 2丁目

18番地 9 

 

 

平成 24年  

11月 5日 

～11月 10日 

午前 8時 30分

～ 

午後 5時 15分 

 

 

期日前  

第３投票所 

 

真和志庁舎 

地下コミュニティー  

会議室 

寄宮 2丁目 32番 1号 

 

期日前  

第４投票所 

 

小禄南公民館 

１階視聴覚室 
高良 2丁目 7番 1号 
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期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の氏名等に

ついて 
那覇市選挙管理委員会告示第 40 号  

平 成 2 4 年 1 1 月 ４ 日  

掲 示 済  

 

 

 

   期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の氏名等について 

 

 

 

平成 24年 11月 11日執行の那覇市長選挙における期日前投票所の投票管理者及

びその職務を代理すべき者を次のとおり選任した。 

 

 

 

那覇市選挙管理委員会   

委員長 亀 島 賢 優  
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投票記載所の氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所に

ついて 
那覇市選挙管理委員会告示第 41 号  

平 成 2 4 年 1 1 月 ４ 日  

掲 示 済  

 

 

   投票記載所の氏名等掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所について 

 

 

平成 24年 11月 11日執行の那覇市長選挙における投票記載所の氏名等の掲示（氏

名掲示）の順序を定めるくじを行う日時及び場所を次のように定める。 

 

 

那覇市選挙管理委員会   

委員長 亀 島 賢 優  

 

 

１ 日 時  平成 24年 11月４日（日）   午後５時 

 

２ 場 所  那覇市銘苅２丁目３番１号   新都心銘苅庁舎２階 

那覇市選挙管理委員会 

 

 

選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所について 
那覇市選挙管理委員会告示第 42 号  

平 成 2 4 年 1 1 月 ４ 日  

掲 示 済  

 

 

   選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所について 

 

 

平成 24 年 11 月 11 日執行の那覇市長選挙における選挙公報の掲載順序を定める

くじを行う日時及び場所を次のように定める。 

 

 

那覇市選挙管理委員会   

委員長 亀 島 賢 優  

 

 

１ 日 時  平成 24年 11月４日（日）   午後５時 30分 

 

２ 場 所  那覇市銘苅２丁目３番１号   新都心銘苅庁舎２階 

那覇市選挙管理委員会 
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選挙長及びその職務を代理すべき者の氏名等について 
那覇市選挙管理委員会告示第 43 号  

平 成 2 4 年 1 1 月 ４ 日  

掲 示 済  

 

 

   選挙長及びその職務を代理すべき者の氏名等について 

 

平成 24 年 11 月 11 日執行の那覇市長選挙における選挙長及びその職務を代理す

べき者を次のとおり選任した。   

 

 

那覇市選挙管理委員会   

委員長 亀 島 賢 優  

 

 

選 挙 長 

氏 名 亀 島 賢 優 

住 所 那覇市泊３丁目 15番地６ 

職務代理者 

氏 名 大 濵 慶 子 

住 所 那覇市安謝１丁目 22番２号 ２階 

 

 

 

開票事務と選挙会事務の合同について 
那覇市選挙管理委員会告示第 44 号  

平 成 2 4 年 1 1 月 ４ 日  

掲 示 済  

 

   開票事務と選挙会事務の合同について 

 

 

平成 24年 11月 11日執行の那覇市長選挙おいて、公職選挙法（昭和 25年法律第

100号）第 79条第１項の規定により開票の事務は選挙会の事務にあわせて行うもの

とする。 

 

 

那覇市選挙管理委員会   

委員長 亀 島 賢 優  
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選挙会の場所及び日時について 
那覇市選挙管理委員会告示第 45 号  

平 成 2 4 年 1 1 月 ４ 日  

掲 示 済  

 

 

   選挙会の場所及び日時について 

 

 

平成 24 年 11 月 11 日執行の那覇市長選挙における選挙会の場所及び日時は、次

のとおりである。 

 

 

那覇市選挙管理委員会   

委員長 亀 島 賢 優  

 

 

 

１ 日 時  平成 24 年 11 月 11 日（日） 午後９時 10分 

 

２ 場 所  那覇市字識名 1227番地 

那覇市民体育館 メインアリーナ 

 

 

選挙運動に関する収入及び支出報告書の要旨の公表方法について 
那覇市選挙管理委員会告示第 46 号  

平 成 2 4 年 1 1 月 ４ 日  

掲 示 済  

 

 

   選挙運動に関する収入及び支出報告書の要旨の公表方法について 

 

 

 平成24年11月11日執行の那覇市長選挙の選挙運動に関する収入及び支出の報告

書の要旨の公表は次の方法で行う。 

 

 

那覇市選挙管理委員会   

委員長 亀 島 賢 優  

 

 

公表の方法 ・・・ 那覇市公報に登載する。 
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選挙運動に関する支出金額の制限額について 
那覇市選挙管理委員会告示第 47 号  

平 成 2 4 年 1 1 月 ４ 日  

掲 示 済  

 

 

   選挙運動に関する支出金額の制限額について 

 

 

 平成 24年 11月 11日執行の那覇市長選挙につき、公職選挙法（昭和 25年法律第

100号第 194条第 1項による選挙運動に関する支出金額は、次のとおりである。 

 

 

那覇市選挙管理委員会   

委員長 亀 島 賢 優  

 

 

 

那覇市長選挙    18,600,000円 

 

 

選挙人名簿の縦覧場所について 
那覇市選挙管理委員会告示第 48 号  

平 成 2 4 年 1 1 月 1 5 日   

 

 

   選挙人名簿の縦覧場所について 

 

 

公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第 23 条第１項の規定により、平成 24 年

12 月３日から同年 12 月７日まで縦覧に供する選挙人名簿に登録した者の氏名、住

所及び生年月日を記載した書面の縦覧場所は、次のとおりである。 

   

 

 

那覇市選挙管理委員会   

委員長 亀 島 賢 優  

 

 

 

縦覧場所  那覇市銘苅２丁目３番１号  新都心銘苅庁舎２階 

那覇市選挙管理委員会事務局 
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在外選挙人名簿の縦覧場所について 
那覇市選挙管理委員会告示第 49 号  

平 成 2 4 年 1 1 月 1 5 日   

 

 

 

   在外選挙人名簿の縦覧場所について 

 

 

公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 30条の７第１項の規定により、平成 24

年 12月３日から同年 12月７日まで縦覧に供する在外選挙人名簿に登録した者の氏

名、経由領事官の名称、最終住所及び生年月日を記載した書面の縦覧の場所は、次

のとおりである。 

 

 

那覇市選挙管理委員会   

委員長 亀 島 賢 優  

 

 

縦覧場所  那覇市銘苅２丁目３番１号   新都心銘苅庁舎２階 

那覇市選挙管理委員会事務局 
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那覇市長選挙選挙長告示 
選挙長の事務を行う場所について 

那覇市長選挙選挙長告示第１号  

平 成 2 4 年 1 1 月 ４ 日  

掲 示 済  

 

 

   選挙長の事務を行う場所について 

 

 

選挙管理事務執行取扱規程（昭和 63 年沖縄県選挙管理委員会告示第３号）第 86

条の規定により、平成 24年 11月 11日執行の那覇市長選挙における選挙長の事務を

行う場所は、次のとおりである。 

 

 

那覇市長選挙       

選挙長 亀 島 賢 優  

 

 

     １ 平成 24年 11月４日（日）  

那覇市銘苅２丁目３番１号  

新都心銘苅庁舎２階 ＩＴ会議室 

 

２ 平成 24年 11月５日（月）以降 

那覇市銘苅２丁目３番１号  

新都心銘苅庁舎２階  那覇市選挙管理委員会 

 

 

選挙立会人決定のくじを行う日時及び場所について 
那覇市長選挙選挙長告示第２号  

平 成 2 4 年 1 1 月 ４ 日  

掲 示 済  

 

 

   選挙立会人決定のくじを行う日時及び場所について 

 

 

平成 24 年 11 月 11 日執行の那覇市長選挙における選挙立会人を定めるくじを行

う日時及び場所は、次のとおりである。 

 

 

那覇市長選挙       

選挙長 亀 島 賢 優  
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１ 日時 平成 24年 11月８日（木）午後５時 

 

２ 場所 那覇市銘苅２丁目３番１号 新都心銘苅庁舎２階 

那覇市選挙管理委員会事務局  

 

 

 

候補者の届出について 
那覇市長選挙選挙長告示第３号  

平 成 2 4 年 1 1 月 ４ 日  

掲 示 済  

 

 

 

   候補者の届出について 

 

 

平成 24年 11月 11日執行の那覇市長選挙において、候補者として次のとおり届出

があった。 

 

 

那覇市長選挙       

選挙長 亀 島 賢 優  
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